
 
 
 
 

 

公益社団法人大阪聴力障害者協会 

役員旅費支給規則 

  
目的   

第 条  本規則 公益社団法人大阪聴力障害者協会 以 協会 いう 役員 対 支給
旅費 関 基準を定 経費 適正 支出を図 こ を目的  

定義   
第 条 旅費 会務ま 研修 交通機関を利用 役員 対 移動 要 費用

協会 支給さ 金銭をいう  
 役員 会長 副会長 常任理事 理事 監事をいう 以 理事会 承
認を受け 役員 準 正規構成員 本規則を準用  

 会務 常任理事会 理事会 局会議 部会議 び高齢 女性 青 部委員会をいう
但 以 会長 指示 出席 必要 会務や慶 行事 含 こ  

部会議 正規構成員 ブロック代表  
旅費 種類   

第 条 旅費 種類 鉄道賃 船賃 航空賃 車賃 通行料 び宿泊料  
旅費 額   

第 条 旅費 原則 利用交通機関 最短距離 最安料金 計算 但 交通事情
災害 他や を得 い場合 事務局長 会計部長 協議 別 方法 い 支
給  

 通勤定期等を所持 役員 区間を除  
 身体障害者割 証利用を前提 計算 大阪市 在住役員 い 身体障害者手
帳 減額料金 計算  

 宿泊料 遠隔地 会務 研修 出席 交通手段 場合 宿泊料を支給  
 宿泊料 一泊 1 万 以 宿泊数 応 支給 但 1 万 を超え 場合 常任理
事会 承認を要  

 食事代 朝食 昼食 食各 1 千  
特急料金   

第 条 100Kぜ 以 出張を命 時間的､地理的 合理的 理由 あ つ 代替え方法
い 特急料金 指定席料 含 を支給  

タクシ 料金   
第 条 運搬 他や を得 い タクシ 料金を支給 事前 事務局長 承認を要

 
旅費 支払   

第 条 旅費 精算払い 会計部長 支給 但 必要 応 概算払いを行うこ
 

収益事業等   
第 条 収益事業へ 役員旅費 当該収益事業 支給  

行事等   
第 条 協会行事へ 参加 び要員 行事 協力 旅費 支給 い  

全日本 うあ連盟評議員会   
第10条 全日本 うあ連盟評議員会出席役員旅費 連盟負担分 差額を支給 但 限

を 万  
近畿 うあ連盟   

第11条 近畿 うあ連盟主催 近畿地区評議員会 び代表者会議 旅費 支給 第 条 ～
項  

様式   
第1「条 旅費請求書領収書 様式 別紙 様式 常任理事会 理事会以



 
 
 
 

局会議 部会議 委員会 つい 議事録を添付  
規則 改廃   

第1」条 こ 規則 改廃 理事会 い 総理事 分 以 意を得 け い  
補則   

第14条 こ 規則 施行 つい 必要 事項 会長 別 定  
  
附則 こ 規則 「000 月 日 施行  
 こ 規則 「001 月 日 施行  
 こ 規則 「001 月 日 施行  
 こ 規則 「007 月 日 施行  
 こ 規則 公益社団法人大阪聴力障害者協会 設立 登記 日 「014 成 「6

月 日 施行  

 

 


